
 

令和６年４月１０日 

関 係 各 位 

 

沖 縄 地 区 税 関 

 

  「春の取締強化」の実施について 

 

平素より税関行政に対するご理解とご協力を頂き、感謝

申し上げます。 

沖縄地区税関においては、不正薬物、銃器、金及びテロ関

連物資等の密輸を阻止するため、本年４月２５日（木）から

５月１２日（日）までの間を「春の取締強化」期間とし、

輸出入貨物及び国際郵便物、入国旅客等に対する取締りを

強化しますので、皆様のご理解とご協力をお願い致します。 

 また、身近で密輸に関する情報がありましたら、どんな些細

なことでも結構ですので、「税関密輸ダイヤル」へ情報提供を

お願い致します。 
 

税関密輸ダイヤル ０１２０－４６１
シ ロ イ

－９６１
ク ロ イ

（２４時間） 

 
 

 

税関イメージキャラクター 

『カスタム君』 



不正薬物・銃器、金及びテロ関連物資等の密輸を阻止
するため、税関検査・取締を強化しています。

春 の 取 締 強 化

輸入貨物・国際郵便物検査 海上パトロール

密輸情報提供のお願い
密輸に関する怪しい言動を聞いた、目にした際は、税関まで
ご連絡ください。

税関密輸ダイヤル（２４時間受付）

0120 - 461 – 961
許しません シロイ（粉） クロイ（武器）

令和6年 4月25日（木）～5月12日（日）
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